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　当別消防署で搬送した人の���

����でした。救急車が出動し

ている場合は、石狩北部地区消防事

務組合内（当別消防署以外の消防

署）から要請することになり、到着

するまでに最低でも１５分～20分は

かかり、1分1秒でも早い手当を必要

とする重症者のもとへ救急車の到

着が遅れてしまうことが心配され

ます。救急車の適正な利用にご理

解とご協力をお願いします。
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・救急医療情報案内センター

　（�0120－20－8699）

・当別消防署（�23－2537）

・北海道救急医療・広域災害

　情報システム

　http://www.qq.pref.hokkaido.jp
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・小児救急電話相談

　看護師によるアドバイス

　平日（月～金曜）19時～23時

　�♯8000（プッシュ回線）

　�011－232－1599（ダイヤル　

回線・携帯電話・ＰＨＳから）

・意識が無い

・呼吸が困難である

・骨折して動けない

・痙攣が続いている

・広範囲にわたってやけどした

・大量出血した

・激しい胸痛、頭痛、腹痛など
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　平成18年の救急出動のうち、救

急隊が到着するまでに心肺蘇生法

（心臓マッサージ・人工呼吸）を

行っていた件数は、わずかに3件

でした。救急車が到着するまでの

時間は、全国平均で6分ですが、当

別町は面積が広いので、それ以上

の時間がかかる箇所もあります。

　心臓が止まってしまったときに

救急車が来るまで手をこまねいて

見ていたら命を救うことができま

せん。救急車が到着するまでに心

肺蘇生法を実施することで救命率

を上げることができます。
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　当別消防署では、ＡＥＤ（自動

体外式除細動器）を用いた心肺蘇

生法や止血法などを習得できる普

通救命講習を実施しています。

　いざというときに適切な救命手

当ができるように救命講習を受講

しませんか。各団体などグループ

で申し込む場合は、受講希望日に

実施することもできます。

���　毎月第4日曜日13時～16時

���　当別消防署

���　当別消防署救急救助課救急係

　　　　（�23－2537）
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���　入院を必要としない
���　入院を要するもので重症
　　　　に至らない
���　3週間以上の入院を要する
���　初診時に死亡を確認した
　　　　もの
���　ヘリ搬送したものなど

� ����������

救急と消防
当別町の当別町の

fire se
rvice em aergency services
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　平成18年の町の救急出動件数は

880件、搬送した人は829人に上り

過去最多となりました。

　救急出動件数は著しい上昇傾向に

あり、人口割では町民22人に１人が

救急車を呼んだことになります。

（Ｈ18）
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（カーラーの救命曲線）
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　住宅火災での死傷者を減少させ

ることを目的に消防法が改正さ

れ、一般住宅に「住宅用火災警報

器」の設置が義務付けられること

になりました。

　新築住宅は平成18年6月1日から

義務付けられていますが、既存住

宅は、平成20年5月31日までに設

置し、家庭での防火対策をお願い

します。以下の場所には警報器の

設置が必要です。

　　　　就寝中は最も逃げ遅れる
　　　　確立が高いため

　　　　逃げ道をふさがれてし　
　　　　まわないために
　　　　（2階に就寝する人がいな
　　　　ければ不要）

　　　　うっかり火災などが発生
　　　　しやすいため

①寝たばこは、絶対にしない。

②ストーブの周りには、燃えやす

　いものを置かない。

③調理中にガスコンロから離れる

　ときは、必ず火を消す。

④逃げ遅れを防ぐために、住宅用

　火災警報器を設置する。

⑤寝具、衣類、カーテンなどは、　

　できるだけ防炎物品を使う。

⑥火災を小さいうちに消すため　

　に、消火器などを設置する。
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　私たち救急隊は、いざという時

に対応できるように、できるだけ

多くの町民の方に救命講習を受け

ていただきたいと考えています。

　これからの高齢化社会へ向けて

町内会など、地域で連携して救命

体制を作っていくことが命を救う

ためには必要になってきます。

　町内会や家族など、団体で救命講

習を受けて緊急時に備えましょう。

　消防署では、防火対策として春

と秋の火災予防運動期間中に女性

消防団員と合同で１人暮らしの高

齢者宅に防火訪問をしています。

　消火器で消すことができなかっ

たり、天井まで火が回ったらすぐ

に逃げましょう。

　外に出て、近くに住んでいる人

に火事であることを知らせてくだ

さい。

　逃げるときには、建物の中に大

切な物があっても決して戻らない

でください。
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3件たばこ

各1件
火遊び・コンロ・排気
管・放火の疑い・スプ
レー缶のガス漏れ

4件不明
12件合計
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　また、各種団体に対して火災予

防ＰＲ・住宅用火災警報器設置な

どの防火講習会も実施していま

す。地域に住む方々と一緒に火災

の予防ができるように取り組んで

行きたいと考えています。行きたいと考えています。
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（　（��23－2537）23－2537）

（Ｈ18）
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